
 

 

 

 

徳島県過疎地域持続的発展計画・後期計画（案）の概要について 

 

１ 計画の趣旨 

   「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「徳島県過疎地域持続的発展方針」 

に基づき、県が市町村と連携して、過疎地域において実施する事業や措置の内容を定める。 

 

２ 計画の期間 

   法の期間（令和３年度から令和１２年度までの１０年間）のうち、 

  令和８年度から令和１２年度までの後期５年間 

 

３ 後期計画のポイント 

基本目標である「２０３０年までに、過疎地域における転入転出者数の均衡」に向け、 

「県過疎方針」において定めた「５つの重点事項」を基軸に、 

過疎地域において特に推進すべき「重点施策」と「目標」を設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年２月定例会（付託） 

地域活性化対策特別委員会資料 
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